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 遺言・相続セミナーにおいては、法定相続と

遺言相続の違い・自筆証書遺言と公正証書遺言

の違い等について受講していただきました。 

 「字が書けなくても遺言を残せるのか。」「施

設に入所していても公正証書遺言を残せるの

か。」といった質問も多数寄せられ、先の話とし

てではなく、身近な話として受講いただけたと

思います。 

 また、年金セミナーにおいては、年金をもら

う手続き・仕組みのほか、いつからもらえるの

か・繰り上げ受給について受講していただきま

した。 

 今後も、筑後信用金庫は、社会貢献活動の

一環として中心市街地への来街促進、地域経済

の活性化や地方創生に貢献して参ります。 

 

 

平成 29年 11月 20日 
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 平成 29 年 11 月 10 日（金）、筑後信用金庫（理事長 農塚 勉）は、久留米商工会議所 街元

気プロジェクトが主催する第 9 回得するまちのゼミナール（まちゼミ）において、田中・松尾法律

事務所と筑後信用金庫によるコラボゼミを開催いたしました。田中・松尾法律事務所からは、松尾佳

子弁護士を講師としてお招きし、「ここが知りたい遺言・相続セミナー」を開催し、また、当金庫企

業サポート部係長 緒方美保を講師とする「ちくしんが教える！あなたのここが知りたい年金！！」

と題した年金セミナーを共同開催し、6名の方にご参加いただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本件に関するお問い合わせ先企業サポート部  山崎 寿勝（0942-33-2106） 

第 9回まちゼミにて 

「田中・松尾法律事務所＆ちくしん」によるコラボゼミを開催しました！ 
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